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(57)【要約】
　チャンバ６を備える細胞、細胞誘導体、細胞小器官、
細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液に電界を印加するた
めのデバイス１であって、このチャンバは、少なくとも
２つの電極４と、少なくとも１つの分離要素１３とを備
え、この少なくとも１つの分離要素が、チャンバ内で２
つの端点１４、１５間を移動可能であり、端点間の位置
にある場合、チャンバの少なくとも１つの第１の区画２
６をチャンバの少なくとも１つの第２の区画２７から分
離する、デバイスに関する。本発明によれば、各区画が
、懸濁液を保持するように設計され、チャンバから懸濁
液のアリコートを放出し、同時に懸濁液のさらなるアリ
コートをチャンバ内に充填するために懸濁液を充填又は
放出するための少なくとも１つのポート７、８、１０、
１１を備え、分離要素が、第１の方向と反対の第２の方
向に動かされ、分離要素１３がアリコートを互いに分離
する。
【選択図】図１ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのチャンバ（６）を備える、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆
粒及び／又は小胞の懸濁液に電界を印加するためのデバイス（１）であって、前記チャン
バ（６）が、少なくとも２つの電極（４、５）と、少なくとも１つの分離要素（１３）と
を備え、前記分離要素（１３）が、前記チャンバ（６）内で２つの端点（１４、１５）間
を移動可能であり、前記端点（１４、１５）間の位置にある場合、前記チャンバ（６）の
少なくとも１つの第１の区画（２６）を前記チャンバ（６）の少なくとも１つの第２の区
画（２７）から分離する、デバイスにおいて、
　前記区画（２６、２７）の各々が、前記懸濁液を保持するように設計され、前記懸濁液
を充填又は放出するための少なくとも１つのポート（７、８、１０、１１）を備えること
を特徴とする、デバイス。
【請求項２】
　少なくとも１つのポート（７、８）が前記チャンバ（６）の少なくとも１つの端部（９
）に配設され、少なくとも１つのさらなるポート（１０、１１）が前記チャンバ（６）の
反対側の端部（１２）に配設されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記分離要素（１３）が、前記チャンバ（６）の外側に配設された少なくとも１つの調
整要素（１９）に結合されている、請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記分離要素（１３）が封止部材であり、可撓性及び／又は弾性材料からなる、請求項
１～３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記分離要素（１３）が、少なくとも２つの互いに離間された部品（１６、１７）を備
え、前記分離要素（１３）の前記離間された部品（１６、１７）間の内部空間（１８）は
圧縮性材料を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記チャンバ（６）が少なくとも２つのセグメントを備え、前記セグメントの各々が少
なくとも１つの電極（４、５）を備える、請求項１～５のいずれか一項に記載のデバイス
。
【請求項７】
　前記セグメントの各々には、少なくとも１つの第１の電極（４）及び少なくとも１つの
第２の電極（５）が設けられ、前記第２の電極（５）が少なくとも２つのセグメントの共
通電極である、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記チャンバ（６）が、互いに取り付けられた２つの構成要素の対応する凹部（３）を
備える、請求項１～７のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記凹部（３）の各々には、少なくとも１つの電極（４、５）が設けられている、請求
項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記チャンバ（６）が、少なくとも１つの基板部材（２、３０）をさらに備え、前記基
板部材（２、３０）が、少なくとも実質的に絶縁材料から作製され電極（４、５）が取り
付けられる少なくとも１つの表面を備え、前記表面が、前記電極（４、５）と少なくとも
１つの電気接点（３３）との間で電気接続を提供するように設計された少なくとも１つの
導電領域（３２）を備える、請求項１～９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記調整要素（１９）と前記チャンバ（６）との間に少なくとも１つのガスケット（２
２）が配設されている、請求項３～１０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１２】
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　前記チャンバ（６）が、前記チャンバ（６）の一方の側に沿って少なくとも部分的に延
在する少なくとも１つの封止インレイを備え、前記封止インレイ（２４）が圧縮性材料か
らなる、請求項１～１１のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１３】
　細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液に電界を印加する
ための方法であって、
　ａ）前記懸濁液のアリコートを、前記懸濁液に電界を印加するためのデバイスの少なく
とも１つのチャンバに充填するステップであって、前記チャンバが少なくとも２つの電極
を備え、前記チャンバ内に配設された分離要素が第１の方向に動かされる、ステップと、
　ｂ）前記チャンバの少なくとも２つの電極を介して前記アリコートに電圧パルスを印加
するステップと、
　ｃ）前記チャンバから前記アリコートを放出し、同時に前記懸濁液のさらなるアリコー
トを前記チャンバ内に充填するステップであって、前記分離要素が前記第１の方向と反対
の第２の方向に動かされ、前記分離要素が前記アリコートを互いに分離する、ステップと
、
　ｄ）前記チャンバの少なくとも２つの電極を介して電圧パルスを前記さらなるアリコー
トに印加するステップと
を含む、方法。
【請求項１４】
　ｅ）前記チャンバから前記さらなるアリコートを放出し、同時に、前記懸濁液のさらな
るアリコートを前記チャンバ内に充填するステップであって、前記分離要素が前記第２の
方向と反対の第１の方向に動かされ、前記分離要素が前記アリコートを互いに分離する、
ステップと、
　ｆ）前記チャンバの少なくとも２つの電極を介して前記さらなるアリコートに電圧パル
スを印加するステップと、
　ｇ）任意選択で、前記懸濁液全体が処理されるまで前記懸濁液のさらなるアリコートに
ついてステップｃ）～ｆ）を繰り返すステップと
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記分離要素が、前記分離要素に連動する調整要素を回転させることによって動かされ
る、請求項１３又は１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液に電界
を印加するためのデバイスであって、少なくとも１つのチャンバを備え、この少なくとも
１つのチャンバは、少なくとも２つの電極と、少なくとも１つの分離要素とを備え、この
少なくとも１つの分離要素が、チャンバ内で２つの端点間を移動可能であり、端点間の位
置にある場合、チャンバの少なくとも１つの第１の区画をチャンバの少なくとも１つの第
２の区画から分離する、デバイスに関する。さらに、本発明は、細胞、細胞誘導体、細胞
小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液に電界を印加するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＮＡ、ＲＮＡ、又はタンパク質のような生物活性分子の生細胞、細胞誘導体、細胞小
器官、細胞内顆粒及び／又は小胞への導入は、例えば、これらの分子の生物学的機能を調
べる役割を果たし、さらに、例えば、遺伝子治療における、これらの分子の治療的使用の
成功のための重要な前提条件である。外部分子を細胞内に導入するための好ましい方法は
、電気穿孔と呼ばれ、これは、化学的方法と異なり、標的細胞の構造及び機能の望ましく
ない変化を制限する。電気穿孔では、外部分子は、短い電流フロー、すなわち、例えば、
細胞膜を外部分子に対して一時的に透過性にする放電キャパシタのパルスを介して、細胞
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又は細胞培養液に特に適した緩衝液であることが好ましい水溶液から細胞内に導入される
。細胞膜に形成される一時的な「孔」は、生物的に活性な分子が、まず、これらの分子が
既に自身の機能を果たしているか、又は検査対象の任意の治療作用を行使している場合が
ある細胞質に到達することを可能にし、次に、一定の条件下で、例えば、遺伝子治療用途
において必要とされるように、細胞核に到達することも可能にすることができる。
【０００３】
　強力な電界、すなわち、高い電流密度を有する短いパルスの短い印加に起因して、細胞
、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞は融合される場合もある。このい
わゆる電気融合において、細胞は、例えば、最初に、不均一な交番電界によって密に膜と
接触する。電界パルスのその後の印加によって、膜部間の相互作用がもたらされ、最終的
に融合が生じる。電気穿孔に用いられるデバイスに匹敵するデバイスを電気融合にも用い
ることができる。
【０００４】
　細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の少量の懸濁液は、通常、
比較的単純なベッセル内でバッチプロセスにおいて処理される。しばしば、溶液又は細胞
懸濁液はそれぞれ、キュベット、すなわち上部が開いた狭いベッセル内に位置し、キュベ
ットは、底部付近に、電圧を印加する役割を果たす、外壁内の２つの対向する平行な電極
を有する。一方、そのようなベッセルは、電気的処理に利用可能な反応空間が電極間の限
られた最大距離によって制限されているので、大量を処理するのに不適切である。このた
め、大量の電気穿孔又は電気融合の場合、細胞又は小胞の懸濁液が電極間の反応空間を連
続的に又は非連続的に通されるフロースループロセスが多くの場合に用いられる。
【０００５】
　例えば、米国特許第６１５０１４８号は、フロースループロセスのために偏向されたキ
ュベットを開示している。キュベットのポートはキャップによって封止され、このキャッ
プを通じて供給線が誘導される。電極間の領域内の底部において、キュベットは、放出部
（discharge）が接続されるさらなるポートを有する。この配置に起因して、処理される
懸濁液を、供給線を通じて反応空間内に供給し、放出部を通じて出すことができる。反応
室内の懸濁液の繰り返された、連続した、又は不連続の交換、及びそれぞれの繰り返され
た電気パルスに起因して、より多くの量をこのキュベットで処理することができる。米国
特許第６１５０１４８号は、管状又はスロット付きの設計であり、入力管路及び出力管路
のための接続部を端部に各々が有するフロースルーチャンバをさらに開示している。チャ
ンバ自体は、円筒形であるか、同心円状に配置されているか、又は平坦な２つの電極によ
って包囲された、面平行構成を有する長楕円形の反応空間を表す。これらのデバイスは、
より多くの量が、反復パルスによって、チャンバを通じて供給されるときに処理されるこ
とも可能にする。一方、これらのフロースルー電気穿孔プロセス又はさらには電気融合プ
ロセスは、フロースルー速度をパルスの周波数と一致させなくてはならないため、制御す
るのが困難である。懸濁液を加熱し、電気分解によって気泡を形成することによって、さ
らなる重大な問題が課される。これらのプロセスに多くの場合に必要とされる非常に高い
電流を反復的に生成することによって、熱生成が増大し、処理される細胞又は小胞が懸濁
される電解質溶液内の電気化学プロセスによって形成される小さな気泡が多数になる。こ
れらの気泡は、チャンバを通る懸濁液のフローを乱し、結果として、既に処理された懸濁
液がチャンバ内に逆流する場合がある。さらに、懸濁液がチャンバ内に不均等に分散して
いるので、アークのリスクが増大する。これらの問題は、一方で、もはや再生可能でない
結果を引き起こし、他方で、生体細胞が処理される場合、死亡率の増大を引き起こす。
【０００６】
　国際公開第２００４／０８３３７９号は、外因性の物質を小胞に挿入するための電気穿
孔方法であって、この方法によれば懸濁液の処置量がスケーリング可能であり、チャンバ
内の小胞の処理時間が実質的に均一である、方法を開示している。この方法では、懸濁液
の量は、電気穿孔デバイスのチャンバの容量よりも多い。懸濁液量の最初の部分はチャン
バ内に動かされ、保持され、チャンバ内で処理され、チャンバから出される。次に、懸濁
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量のさらなる部分がチャンバ内に移され、保持され、チャンバ内で処理され、チャンバか
ら出される。懸濁液量が尽きるまで、懸濁液量のさらなる部分がチャンバ内に順番に移さ
れ、保持され、チャンバ内で処理され、チャンバから出される。
【０００７】
　国際公開第２００５／１１３８２０号は、試料が完全に閉じられた滅菌システム内で個
々の部分又は量において均一に処理される条件を可能にする、調整フロー型電気穿孔チャ
ンバを備える電気穿孔デバイスを開示している。チャンバは、入口ポート及び出口ポート
を備え、この入口ポート及び出口ポートを通じて、それぞれ、処理される細胞懸濁液のチ
ャンバ内への投入及びチャンバからの排出を行うことができ、それによって、懸濁液の試
料を、試料の未処理量と処理済み量との間に境界を設けることによって生成される単位で
処理することができる。境界は、試料でない気体又は液体を循環させ、チャンバ内の試料
の２つの部分間に通すことによって設けられる。試料でない気体又は液体は、チャンバの
第３のポートを通じてチャンバの内外に流れることができる。
【０００８】
　米国特許出願公開第２００７／０１２８７０８号は、分割されたチャンバ内に生体細胞
又は小胞を保有する比較的大量の液状媒体を電気穿孔するためのスケーリング可能なデバ
イスを開示する。各セグメント（区分）は２つの電極を含む。チャンバの有効な容量は、
チャンバの長手方向軸に沿ってプランジャを動かすことによって変更することができる。
このため、選択される容量は、電気穿孔される試料の量に直接関係している。試料は、チ
ャンバの端壁に配設されたポートを通じて、チャンバに吸引され、チャンバから除去され
る。チャンバ内の試料は、チャンバの個々のセグメントの電極対に電圧パルスを順番に印
加することによって処理される。
【０００９】
　一方、既に処理された試料が、次の試料をチャンバ内に充填することができるようにな
る前に、チャンバから完全に放出されなくてはならないので、大量の処理に時間がかかる
ことが従来のデバイス及び方法の欠点である。従来技術によるデバイス及び方法の別の欠
点は、気泡及び細胞残屑が、信頼性のある方式で反応チャンバから完全に除去されないこ
とである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は
小胞を処理するためのデバイス及び方法であって、このデバイス及び方法によれば、より
大量の処理が加速され、再生可能な条件下での処理が可能になり、処理後の反応チャンバ
の信頼性のある清掃が確保される、デバイス及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的は、最初に指定したような、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び
／又は小胞の懸濁液に電界を印加するためのデバイスであって、このデバイスにより、チ
ャンバの各区画が、懸濁液を保持するように設計され、懸濁液を充填又は放出するための
少なくとも１つのポートを備える、デバイスによって満たされる。すなわち、チャンバの
各区画は、少なくとも２つのポートを通じてチャンバの内外に移動可能な懸濁液のアリコ
ートを受容及び保持することができ、各区画には、少なくとも１つのポートが設けられ、
このポートを通じて、それぞれの区画を懸濁液で満たすことができ、及び／又はこのポー
トを通じて、この区画から懸濁液を除去することができる。この有利な構成により、チャ
ンバの充填及びチャンバからの放出を同時に行うことが可能になり、それによって、懸濁
液の変更に必要な時間が最小になり、このため、懸濁液の２つの後続の電気的処理間のタ
イムラグが最小になる。この最小化の結果として、大量、すなわち、１ｍｌを越える量の
場合の処理時間が大幅に加速される。本発明によるデバイスの別の利点は、懸濁液の繰返
しの充填及び処理により、スケーリング可能なプロセスが可能になることである。例えば
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、チャンバが合計１ｍｌの容量を有する場合、このチャンバの任意の複数容量を、迅速化
された方式で容易に処理することができる。
【００１２】
　したがって、本発明によるデバイスは、フロースルーデバイスではなく、一種のプッシ
ュプルメカニズムにより、チャンバの充填及びチャンバからの放出を同時に行うことを可
能にするデバイスである。
【００１３】
　本発明の例示的な実施形態によれば、少なくとも１つのポートがチャンバの一方の端部
に配設され、少なくとも１つのさらなるポートがチャンバの他方の端部に配設される。チ
ャンバの反対側同士の端部にポートを設けることによって、プッシュプルメカニズムを容
易に確立することが可能になり、ここで、分離要素、したがって懸濁液は、チャンバの一
方の端部における１つの区画への充填と、チャンバの反対側の端部における別の区画から
の放出とを同時に行うように、チャンバの２つの端点間で動くことができる。さらに、そ
のような幾何学的配置によって、電気穿孔システム又は電気融合システムにおいて、本発
明によるデバイスの最適な統合が可能になる。なぜなら、ポートは互いに分離されており
、このためデバイスの異なる端部からアクセスすることができるためである。
【００１４】
　少なくとも２つのポートがチャンバの各端部に配設される実施形態では、一方のポート
を、懸濁液を充填するための入口ポートとして用いることができる一方、他方のポートを
、懸濁液を放出するための出口ポートとして用いることができる。
【００１５】
　死容積の最小化は、チャンバポート、特に、入口ポートの大きさを低減することによっ
て達成することができる。小さな死容積を確保するためのさらなる又は代替的な手段は、
チャンバ出口／入口ポートの近くで管のＹ結線を用いることとすることができる。
【００１６】
　さらに、デバイスの出口ポートに管を取り付けることによって、チャンバ内の圧力ピー
ク補償が可能になる。
【００１７】
　本発明の別の実施形態において、分離要素は、分離要素を操作及び／又は制御する少な
くとも１つの調整要素に結合される。有利な実施形態では、調整要素はチャンバの外側に
配設され、各区画が、本発明によるデバイスの機能に影響を及ぼし得る一切の干渉要素を
欠くようにする。例えば、分離要素は、少なくとも部分的に調整要素によってチャンバ内
で動かすことができる。
【００１８】
　調整要素は、例えば、分離要素と連動する回転可能な本体とすることができる。例えば
、回転可能な本体は、回転運動を行うように分離要素を動かす、回転子状の要素とするこ
とができる。そのような実施形態は、特に、チャンバが湾曲形状を有する場合に、分離要
素の厳密な制御及び一定の運動を確保する。一方、本発明の代替的な実施形態では、調整
要素、及びこのため分離要素は、別の方向、例えば線形方向における移動を行うことがで
きる。
【００１９】
　分離要素は、ウォームギヤ、スパーギヤ、ベベルギヤ、ギヤロッド、ベルトドライブ及
び角棒鋼からなる群から選択される構成要素を介して調整要素によって駆動することがで
きる。一方、適切な場合、他のギヤメカニズム又はパワー伝達要素も用いることができる
。
【００２０】
　本発明の別の例示的な実施形態によれば、分離要素は、端点間の位置にある場合、チャ
ンバの異なる区画の液体及び／又は気体を通さない分離を確保する封止部材である。例え
ば、分離要素は、可撓性及び／又は弾性材料を含むことができる。分離要素の弾性変形性
に起因して、分離要素は、チャンバ内で圧力ピークを補償することがさらに可能である。



(7) JP 2017-514475 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

分離要素は、例えば、より良好な封止特性のために弾性材料を含む２成分プラスチック部
品として設計することができる。分離要素は、チャンバを最適に清掃するためのシールリ
ップをさらに含むことができる。このために、シールリップは、チャンバの内面及び／又
は電極の表面及び／又は分離要素の他の構成要素に適した方向に向けることができる。本
発明の有利な実施形態では、分離要素の起こり得る偏向又は起こり得る偏向の一部をバン
プストッパによって制限し、分離要素の封止機能を維持することができる。
【００２１】
　１つの特定の実施形態では、分離要素は、少なくとも２つの離間された部品を備え、分
離要素の離間された部品間の内部空間は、圧縮性材料を含む。そのような設計により、分
離素子がチャンバ内の圧力変動の平衡をとる一種の干渉物としての役割を果たすように、
有効な圧縮補償が提供される。圧縮性材料は、単に空気若しくは任意の他のガスとするこ
とができるか、又は圧縮性の発泡材料若しくは細胞物質とすることができる。
【００２２】
　本発明の別の例示的な実施形態によれば、チャンバは少なくとも２つのセグメントを含
み、各セグメントは少なくとも１つの電極を含む。チャンバ内の電界の制御された生成を
厳密に達成することができるように、各セグメントを個々に電気的にアドレス指定するこ
とができることがこの実施形態の利点である。例えば、アーク及び／又は懸濁液の望まし
くない加熱を回避するために、電圧パルスは区画の異なるセグメントに順番に印加するこ
とができる。このために、各セグメントには、少なくとも１つの第１の電極及び少なくと
も１つの第２の電極を設けることができ、第２の電極は少なくとも２つのセグメントの共
通電極とすることができる。本発明の１つの実施形態では、チャンバの各区画は、少なく
とも１つの電極を設けられた少なくとも１つのセグメントを含むことができる。
【００２３】
　本発明によるデバイスのチャンバは、互いに取り付けられた２つの構成要素の対応する
凹部を備える。すなわち、本発明によるデバイスは、例えば、２つの構成要素を互いに取
り付けることによって組み立てることができ、各構成要素は、他の構成要素の凹部に対応
する凹部を備える。これらの２つの構成要素が互いに取り付けられている場合、これらの
構成要素の位置合わせされた凹部がデバイスのチャンバを形成する。チャンバ内で電界を
生成することができるように、各凹部に少なくとも１つの電極を設けることができる。電
極のうちの少なくとも幾つかを分割することができる。例えば、（対称軸の一方の側にあ
る）電極の半分を分割することができる一方、（対称軸の他方の側にある）電極の他方の
半分は、対電極として用いることができる単一の非分割電極とすることができる。有利な
実施形態では、２つの構成要素は同一であり、それによってコスト効率の良い生成が確保
される。同一の構成要素は回転対称であるため、構成要素を互いに取り付けることによる
容易な組み立てがこの場合に依然として可能である。
【００２４】
　１つの特定の実施形態では、チャンバは、少なくとも１つの基板部材であって、少なく
とも実質的に絶縁材料から作製され、電極が取り付けられる少なくとも１つの表面を備え
る、少なくとも１つの基板部材をさらに備え、上記表面は、電極と少なくとも１つの電気
接点との間で電気接続を提供するように設計された少なくとも１つの導電領域を備える。
導電領域は、例えば、少なくとも１つの穴、表面の３次元特徴、又は平坦な領域とするこ
とができる。穴は、少なくとも内面に導電材料を設けられた基板部材内の穿孔とすること
ができる。穴は、導電材料で少なくとも部分的に満たされ、電極から基板部材の同じ表面
又は別の表面への導電性パスを提供することができる。３次元特徴は、窪み、バンプ、ラ
イン、凹部、陥凹部、突起及びウェルからなる群から選択することができる。導電領域は
、少なくとも１つの導電性パス、例えば、プリント回路基板（ＰＣＢ）トラックを介して
少なくとも１つの電気接点と電気的に結合することができる。電気接点は導電材料から作
製され、少なくとも１つの電気接点、例えば、ばね接点によって接触されるように設計さ
れ、電源に対し直接の又は間接的な電気接続を提供する。そのような基板部材を用いるこ
とによって、本発明によるデバイスのコスト効率の良い生成が可能になる。なぜなら、電
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極及び対応する接点を含む部材は、時間を節減したワンステップ製造プロセスにおいて製
造することができるためである。さらに、この実施形態では、電極設計は電気接点の場所
と独立しており、最適化された電極設定を、最適な電気接続と組み合わせることができる
ようになっている。電極を接触させる手段は、電極の設計及び位置と独立して設計するこ
とができる。
【００２５】
　本発明の有利な実施形態では、基板部材はプリント回路基板（ＰＣＢ）等とすることが
できる。ＰＣＢは、熱散逸を可能にするために懸濁処理を低速化することができるように
、より良好な温度制御のための内部サーミスタ（熱抵抗器）を備えることができる。
【００２６】
　例えば、電極は、導電ポリマー、特に、導電材料をドープされたポリマーから作製する
ことができる。ポリマーは、ポリカーボネート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリプロ
ピレン、ポリアミド、ポリフェニレンスルファイド若しくはこれらのポリマーの混合物か
らなるか、又は少なくともこれらに基づくことができる。ポリマーは、例えば、カーボン
ファイバ、グラファイト、すす、カーボンナノチューブ及び／又は生来から導電性を持つ
合成材料をドープされることが可能である。代替的に、ポリアニリン、ポリアセチレン、
ポリパラフェニレン、硫化ポリパラフェニレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリプ
ロピレン等の生来から導電性を持つポリマーを電極材料として用いてもよい。
【００２７】
　適切な基板部材を提供するために、ポリマーは、基板部材の１つ又は複数の側に少なく
とも２つの導電領域を設けられた、基板部材の一方の側の上に成形することができ、ポリ
マーは少なくとも１つの導電領域に対し少なくとも部分的に、密な物理的接触を形成し、
導電領域は、平坦とするか、又は基板部材内の窪み若しくは基板部材を通る穴の表面とす
ることができ、ポリマーは、窪み内に又は穴を通って延在し、電極から、導電ポリマーで
外側被覆されていない接点への導電性パスを形成する。
【００２８】
　本発明の１つの態様は、細胞、細胞小器官及び／又は小胞の懸濁液に電界を印加するた
めのデバイスであって、懸濁液を保持するための少なくとも１つのチャンバを備え、チャ
ンバは少なくとも１つの電極を備え、チャンバは少なくとも１つの基板部材をさらに備え
、この少なくとも１つの基板部材は、少なくとも実質的に絶縁材料から作製され、電極が
取り付けられる表面を備え、この表面は、電極と少なくとも１つの電気接点との間で電気
接続を提供するように設計された少なくとも１つの導電領域を備える、デバイスを提供す
ることである。基板部材の表面上の導電領域は、少なくとも部分的に上側被覆されるか又
は導電材料で満たされ、電極から接点への導電性パスを提供する、窪み又は穴とすること
ができる。このデバイスによれば、電極及び導電材料が同じ材料から作成されれば有益で
ある場合がある。例えば、電極は、導電ポリマー、特に、上記で説明されたような、導電
材料をドープされたポリマー又は生来から導電性を持つポリマーから作製することができ
る。ポリマーは、基板部材の一方の側の上に成形され、平坦な導電領域と密な物理的接触
を形成することができるか、又は導電めっきを施された窪み内に若しくは導電めっきを施
された穴を通って延在し、電極から接点までの導電性パスを形成することができる。本発
明の有利な実施形態では、基板材料は、プリント回路基板（ＰＣＢ）等とすることができ
る。
【００２９】
　ＰＣＢの上側被覆によって電極と接触することにより、電気接点のロケーションと独立
して電極を設計することが可能になり、それによって、最適化された電極設計を、最適な
電気接続と組み合わせることができる。すなわち、電極と接触するための手段は、電極の
設計及び位置と独立して設計することができる。ＰＣＢは、懸濁液の処理を低速化して熱
散逸を可能にすることができるように、より良好な温度制御のための内部サーミスタ又は
任意の他の感温電気部品を含むことができる。
【００３０】
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　代替的に、チャンバの電極は、金属、例えば、アルミニウム又は任意の他の導電材料か
ら作製することができる。
【００３１】
　本発明によるデバイスは、チャンバの外側で分離要素を固定するための手段をさらに備
えることができ、それによって、スケーリング可能なチャンバは、固定の容量を有する静
的チャンバに容易に変換することができる。例えば、デバイスの静的な変形形態は、約０
．５ｍｌ、１．０ｍｌ、１．５ｍｌ又は２．０ｍｌの固定の処理量を有することができる
。
【００３２】
　本発明によるデバイスの他の構成要素に対してチャンバを封止するために、少なくとも
１つのガスケットを調整要素とチャンバとの間に配設することができる。
【００３３】
　チャンバは、チャンバの一方の側に沿って少なくとも部分的に延在し、この側を環境に
対し封止する、少なくとも１つの封止インレイをさらに備えることができる。この封止イ
ンレイは、上述したガスケットと反対側のチャンバの一方の側に、すなわち、調整要素と
反対側のチャンバの一方の側に配設することができる。封止インレイは、弾性及び圧縮性
の材料を含む場合、チャンバ内の圧力補償をさらに可能にする。封止インレイは、発泡シ
リコーン又は同様の不活性材料から作製することができる。
【００３４】
　別の例示的な実施形態によれば、本発明によるデバイスは、このデバイスを本発明によ
る別のデバイスに取り付けるための積層手段をさらに備えることができる。すなわち、電
気穿孔又は電気融合システムの性能は、本発明に従って複数のデバイスを積層して、時間
単位あたりに処理可能な量を増大させることによって容易に向上させることができる。例
えば、積層されたデバイスを、複数のチャンバが並列に接続されるように結合することが
できる。このようにして、システムの総容量を、例えば１０倍に増大させることが可能で
あることが有利である。
【００３５】
　本発明によるデバイスの容量を増大させるための別の手法は、１つのデバイス内に２つ
以上のチャンバを設けることである。この場合、チャンバは並列に又は同心円状に配置す
ることができる。
【００３６】
　積層可能バージョン及び／又はマルチチャンババージョンにより、システムの総容量を
、１０ｍｌまで、又はさらには１００ｍｌ以上まで容易に増大させることができる。基本
的には、処理される細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の数は、
いかなる形でも制限されない。例えば、適切なスケールアップにより、１０７個～１０８

個、１０７個～１０９個、又は１０７個～１０１０個の細胞、細胞誘導体、細胞小器官、
細胞内顆粒及び／又は小胞の処理が可能になる。
【００３７】
　本発明の有利な実施形態では、デバイスは、機能状態において直立の向きを有するよう
に設計される。この直立の向きが、チャンバの上部に配設されたチャンバ出力ポートと組
み合わされると、完全な気泡除去が保証される。
【００３８】
　目的は、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液に電界を
印加するための方法であって、
　ａ）懸濁液のアリコートを、懸濁液に電界を印加するためのデバイスの少なくとも１つ
のチャンバに充填することであって、このチャンバは少なくとも２つの電極を備え、チャ
ンバ内に配設された分離要素は第１の方向に動かされることと、
　ｂ）チャンバの少なくとも２つの電極を介してアリコートに電圧パルスを印加すること
と、
　ｃ）チャンバからアリコートを放出し、同時に懸濁液のさらなるアリコートをチャンバ
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内に充填することであって、分離要素は、第１の方向と反対の第２の方向に動かされ、分
離要素は、アリコートを互いに分離することと、
　ｄ）チャンバの少なくとも２つの電極を介して電圧パルスをさらなるアリコートに印加
することと、
を含む、方法によってさらに満たされる。
【００３９】
　プロセスは、この時点で、チャンバからさらなるアリコートを完全に放出することによ
って終了することができる。ここで、分離要素は、第２の方向と反対の第１の方向に動か
される。
【００４０】
　本発明による有利な方法において、チャンバの同時の充填及び放出が達成され、それに
よって、懸濁液の変更に必要な時間が最小になり、このため、懸濁液の２つの後続の電気
的処理間のタイムラグが最小になる。この最小化の結果として、大量、すなわち、１ｍｌ
を越える量の場合の処理時間が大幅に加速される。
【００４１】
　本発明による方法は、
　ｅ）チャンバからさらなるアリコートを放出し、同時に、懸濁液のさらなるアリコート
をチャンバ内に充填することであって、分離要素は、第２の方向と反対の第１の方向に動
かされ、分離要素は、アリコートを互いに分離することと、
　ｆ）チャンバの少なくとも２つの電極を介してさらなるアリコートに電圧パルスを印加
することと、
　ｇ）任意選択で、懸濁液全体が処理されるまで懸濁液のさらなるアリコートについてス
テップｃ）～ｆ）を繰り返すことと、
によって、より大きな量のさらなる処理のために継続することができる。
【００４２】
　したがって、懸濁液の繰返しの充填及び処理に起因して、本発明による方法は、スケー
リング可能なプロセスである。例えば、チャンバが合計１ｍｌの容量を有する場合、この
容量のうちの任意の複数容量を、迅速化された方式で容易に処理することができる。
【００４３】
　例えば、上記方法において用いられるデバイスは、上記で説明した本発明によるデバイ
スとすることができる。
【００４４】
　例えば、分離要素は、分離要素と連動する調整要素によって、少なくとも部分的に、チ
ャンバ内で動かすことができる。調整要素が回転可能な本体、例えば、回転子状の要素で
ある場合、分離要素は、調整要素を回転することによって動かすことができる。そのよう
な実施形態は、特に、チャンバが湾曲形状を有する場合に、分離要素の厳密な制御及び一
定の動きを確保する。懸濁液は、ポンプ要素、例えば、真空ポンプ又は蠕動ポンプ等によ
ってチャンバ内に充填及びチャンバから放出されることが可能である。このために、本発
明によるデバイスに、このデバイスを共通ポンプシステムに適合させる、ルアースリップ
コネクタ又は取付け可能及び取外し可能である任意の他のコネクタを設けることができる
。ポンプ圧力は、チャンバの内面に沿って拭取りを行う分離要素の動きによって支持され
、それによって、処理済みの試料がチャンバから完全に排出することが確保される。さら
に、圧送及び拭取りの組み合わせにより、結果として、気泡、細胞残屑及び任意の他の顆
粒が効果的に除去されることになる。
【００４５】
　特定の用途では、処理される細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小
胞と、基材及び反応剤とを別個の格納容器で準備し、チャンバの充填及び後続の処理の直
前にこれらを混合することが必要であるか又は有利である場合がある。
【００４６】
　本発明は、図面を参照して詳細にさらに例示的に説明される。
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１ａ】回転可能な調整手段及び湾曲したチャンバ設計を備える、本発明によるデバイ
スの個々の構成要素の例示的な実施形態の図であり、下側の端点の位置で要素を分離した
状態を示す図である。
【図１ｂ】回転可能な調整手段及び湾曲したチャンバ設計を備える、本発明によるデバイ
スの個々の構成要素の例示的な実施形態の図であり、中間位置で要素を分離した状態を示
す図である
【図２ａ】図１によるデバイスの分離要素の、下側の端点の位置の概略図を示す図である
。
【図２ｂ】図１によるデバイスの分離要素の、上側の端点の位置の概略図を示す図である
。
【図２ｃ】図１によるデバイスの分離要素の、中間位置の概略図を示す図である。
【図２ｄ】図１によるデバイスの分離要素の、パーキング（ｐａｒｋｉｎｇ）位置の概略
図を示す図である。
【図３】図１によるデバイスの外側の斜視図を示す図である。
【図４】（ａ）は図３による基板部材の、電極を有する基板の内側を示す図であり、（ｂ
）は図３による基板部材の、導電領域を有する基板部材の外側を示す図である。
【図５】図３及び図４によるデバイスの３つの例示的な実施形態の詳細を示し、（ａ）は
穴を通じて延在する電極、（ｂ）平坦な面に取り付けられた電極、（ｃ）凹部に取り付け
られた電極を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１ａ及び図１ｂは、本発明によるデバイス１の個々の構成要素の例示的な実施形態を
示す。デバイス１は、４つの電極４、５を設けられた湾曲凹部３を有する基板部材２を備
える。これらの電極のうちの３つはセグメント電極４である一方、１つの電極は対電極５
である。基板部材２は、互いに取り付けられた２つの構成要素から組み立てられたデバイ
ス１の１つの構成要素を表し、これらの構成要素の少なくとも内側は同一である。すなわ
ち、同一の内側を有する基板部材２及び第２の基板部材（図３に示す基板部材３０）は互
いに取り付けられ、それによって、凹部３及び第２の基板部材の対応する凹部が、細胞、
細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液を保持するためのチャンバ
６を形成するようになっている。このチャンバ６において、例えば、核酸又はタンパク質
等の生物学的に活性な分子を、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小
胞内に移動させるために、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞に
電界を印加することができる。このために、基板部材２の電極４、５及び第２の基板部材
の対応する電極は、電極対を確立し、基板部材２のセグメント電極４及び反対側に配置さ
れた第２の基板部材の対電極が３つの電極対を確立する一方で、基板部材２の対電極５及
び３つの反対側に配置された第２の基板部材のセグメント電極も３つの電極対を確立する
。この構成において、基板部材２の対電極５及び第２の基板部材の対電極はそれぞれ３つ
のセグメントの共通電極であり、チャンバ６が６つのセグメントを含むようになっており
、各セグメントには、１つのセグメント電極と、１つの共通対電極の領域とが設けられる
。
【００４９】
　２つのポート７、８がチャンバ６の一方の端部９に配設され、２つのポート１０、１１
がチャンバ６の反対の端部１２に配設される。上側ポート７、８のうちの一方のポートは
、チャンバ６に充填するための入口ポートとして用いることができ、ポート７、８のうち
の他方のポートは、チャンバ６から放出するための出口ポートとして用いることができる
。同様に、下側ポート１０、１１のうちの一方のポートは、チャンバ６に充填するための
入口ポートとして用いることができ、ポート１０、１１のうちの他方のポートは、チャン
バ６から放出するための出口ポートとして用いることができる。したがって、各端部９、
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１２には、２つのポート７、８、１０、１１が設けられ、これらのポートを通じて、チャ
ンバ６のそれぞれの区画を懸濁液で満たすことができ、及び／又はこれらのポートを通じ
て、この区画から懸濁液を除去することができる。この構成により、チャンバ６の充填及
びチャンバからの放出を同時に行うことが可能になり、それによって、懸濁液の変更に必
要な時間が最小になり、このため、懸濁液の２つの後続の電気的処理間のタイムラグが最
小になる。チャンバ６の反対側の端部９、１２にポート７、８、１０、１１を設けること
により、プッシュプルメカニズムを容易に確立することが可能になり、ここで、懸濁液は
、チャンバ６の一方の端部９における１つの区画への充填と、チャンバ６の反対側の端部
１２における別の区画からの放出を同時に行うように、チャンバ６の２つの端部９、１２
間で動くことができる。したがって、デバイス１はフロースルーデバイスではなく、プッ
シュプルメカニズムによってチャンバ６の充填及びチャンバ６からの放出とを同時に行う
ことを可能にするデバイスであり、液体は常に、チャンバに入った側と同じ側でチャンバ
から出る。
【００５０】
　電界によって既に処理された懸濁液を、処理される懸濁液と分離するために、分離要素
１３が設けられる。分離要素１３は、チャンバ６内で２つの端点１４、１５間を動かされ
ることが可能であり、図１ｂ及び図２ｃに示されるように２つの端点１４、１５の間の位
置にある場合、チャンバ６を２つの区画に分ける。図１及び図２に示す例示的な実施形態
では、分離要素１３は、互いに離間され、圧縮性材料を含む内側空間１８の側面に位置す
る２つの部品１６、１７を含む。２つの離間された部品１６、１７は、ワイパ状の指部で
あり、分離部材１３が、端子点１４、１５間の位置にある場合（図１ｂ及び図２ｃ）に、
チャンバ６の異なる区画間の液体及び／又は気体を通さない分離を確保する封止部材であ
るようになっている。このために、分離要素１３は、可撓性及び／又は弾性材料から作成
することができ、それによって、チャンバ６内での圧力ピークを補償することも可能であ
る。分離要素１３は、チャンバ６を最適に清掃するためのシールリップをさらに備えるこ
とができる。内部空間１８を満たす圧縮性材料は、チャンバ６内に有効な圧力補償を提供
するための、空気若しくは任意の他の気体、又は圧縮性の発泡材料若しくは細胞物質とす
ることができる。したがって、分離要素１３も、チャンバ６内の圧力変動の平衡をとる一
種のクッションとして動作する。
【００５１】
　分離要素１３は、分離要素１３を操作及び／又は制御する調整要素１９に結合される。
すなわち、分離要素１３は、調整要素１９によって、チャンバ６内で動かすことができる
。調整要素１９は、チャンバ６の外側に配設され、チャンバ６の各区画が、デバイス１の
機能に影響を及ぼし得る一切の干渉要素を欠くようにする。調整要素１９は、分離要素１
３の離間された部分１６、１７と連動する回転可能な本体２０を備える。この例示的な実
施形態では、回転可能な本体２０は、分離要素１３が両方向矢印２１に沿って回転運動を
行うことができるように分離要素１３を動かす、回転子状の要素である。この実施形態は
、湾曲したチャンバ６内の分離要素１３の厳密な制御及び一定の運動を確保する。回転可
能な本体２０は、チャンバ６に対し調整要素１９を封止するガスケット２２によって包囲
される。ここで、回転可能な本体２０は、弾性材料から作製されるスポーク２３を介して
ガスケット２２に接続される。
【００５２】
　デバイス１は、上記で説明したガスケット２２の反対側のチャンバ６の外面に沿って延
在し、チャンバ６の区画２６及び２７を互いに対して封止する封止インレイ２４をさらに
備える。封止インレイ２４は、弾性及び圧縮性の材料、例えば、発泡シリコーン又は同様
の不活性材料から作製され、それによって、チャンバ内の圧力補償が可能になる。
【００５３】
　デバイス１は、チャンバ６の外側で分離要素１３を固定する手段を備え、それによって
、スケーリング可能なチャンバ６は、図２ｄに示すような固定の容量を有する静的チャン
バ６に容易に変換することができることが有利である。このために、分離要素１３は、調
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整要素１９によってパーキング部位２５まで動かされ、このパーキング部位で固定され、
バッチプロセスにおける懸濁液の処理のためにチャンバ６の容量全体を提供する。
【００５４】
　図２ａ～図２ｄは、図１によるデバイス１の分離要素（１３）の様々な位置を示す。本
発明による方法は、細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞の懸濁液
を電気的に処理するためのスケーリング可能なプロセスである。図２ａ）において、分離
要素１３は、下側の端点１５の位置にセットされる。分離要素１３が上側の端点１４（図
２ｂ））の位置まで回転する場合、懸濁液の第１のアリコートが下側ポート１０、１１の
うちの一方に注入され、このためチャンバ６内に充填される。次に、第１のアリコートは
、懸濁した細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞に電界を印加する
ことによってチャンバ６内で処理される。その後、処理された第１のアリコートは、分離
要素１３を下側端点１５の位置に戻るように回転させることによって、下側ポート１０、
１１のうちの１つを通って放出され、同時に、懸濁液の第２のアリコートが上側ポート７
、８のうちの一方に注入され、このため、チャンバ６内に充填される。次に、第２のアリ
コートは、懸濁した細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は小胞に電界を
印加することによって、チャンバ６内で処理される。その後、処理された第２のアリコー
トが、分離要素１３を上側の端点１４の位置に戻るように回転させることによって、上側
ポート７、８のうちの一方を通じて放出され、同時に、懸濁液の第３のアリコートが下側
ポート１０、１１のうちの一方に注入され、このため、チャンバ６内に充填される。次に
、第３のアリコートは、懸濁した細胞、細胞誘導体、細胞小器官、細胞内顆粒及び／又は
小胞に電界を印加することによってチャンバ６内で処理される。懸濁液の同時の充填及び
放出を用いたこのプッシュプルメカニズムは、懸濁液全体が処理されるまで繰り返すこと
ができる。
【００５５】
　分離要素１３は、端点１４、１５（図２ｃ））間の位置にある場合、チャンバ６を２つ
の区画２６、２７に分離する。ここで、チャンバ６の各区画２６、２７は、懸濁液を保持
するように設計され、チャンバ６の充填又はチャンバ６からの放出のための２つのポート
７、８及び１０、１１を備える。各区画２６、２７は、ポート７、８及び１０、１１を通
じてチャンバ６の内外に移動可能な懸濁液のアリコートを受容及び保持することができる
。区画２６、２７は、各々が、それぞれの区画２６、２７を懸濁液で満たすことができる
１つのポート７、１０と、懸濁液をこの区画２６、２７から除去することができる１つの
ポート８、１１とを設けられる。分離要素１３が回転されると、チャンバ６の１つの区画
２６、２７が試料のアリコートで満たされる一方、試料の別のアリコートが他の区画２６
、２７から放出され、押し出される。到来する試料のための容器は、上側及び下側の入口
ポート７、１０に接続することができ、上側及び下側の出口ポート８、１１は、処理済み
の試料のためのリザーバに接続することができる。図２から明らかとなるように、デバイ
ス１は、フロースルー形式で機能するのではなく、プッシュプル方式で機能し、注入され
る試料は、処理後に、充填されたのと同じ側で放出される。チャンバ６は、６つの電極セ
グメントを処理し、そのうちの１つは、常に分離要素１３によって覆われ、このため使用
可能でない。例えば、チャンバ６は、サイクルあたり１０００μｌを取得することができ
る。このため、この場合、完全な１サイクルで２０００μｌを処理することができる。
【００５６】
　本発明の有利な実施形態では、分離要素は、厳密に１つ又は複数のセグメント電極を覆
うように調整され、他の各電極セグメント内で同じ電気パラメータを確立することができ
るようにされる。
【００５７】
　デバイス１の静的変形形態は、分離要素１３が回転することを可能にしない。代わりに
、図２ｄに示されるように、分離要素１３は、チャンバ６の外側でバーキング部位２５に
固定され、電極セグメントを一切覆わない。この変形形態では、６つ全ての電極セグメン
トを用いることができ、このため、１２００μｌの試料を処理することができる。例えば
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、試料は、デバイス１の下側又は上側入口ポート７、１０において注入することができ、
下側出口ポート１１において収集することができる。反復して満たすことは、デバイス１
のこの状態では可能でない。
【００５８】
　図３は、図１によるデバイス１の外側の斜視図を示す。デバイス１は、基板部材３０を
備え、基板部材３０の内側（不可視）は、図１による基板部材２の内側と同一である。基
板部材３０は、互いに取り付けられた２つの構成要素（基板部材２及び３０）から組み立
てられたデバイス１のさらなる構成要素を表す。この外側において、基板部材３０には、
図１及び図２によるチャンバ６のポート７、８、１０、１１に導管を接続するためのコネ
クタ３１が設けられる。懸濁液が処理されるための１つ又は複数の容器、及び処理済みの
懸濁液のための１つ又は複数のリザーバを、適切な導管を介してコネクタ３１に接続する
ことができる。懸濁液は、ポンプ要素、例えば、真空ポンプ又は蠕動ポンプ等によってチ
ャンバ内に充填及びチャンバから放出されることが可能であり、真空及び又は蠕動ポンプ
は、容器／リザーバとコネクタ３１との間のサスペンション回路に接続することができる
。デバイス１を共通の導管及びポンプシステムに適合させるために、コネクタ３１は、ル
アースリップコネクタ又はルアーロックコネクタとすることができる。
【００５９】
　デバイス１の調整要素１９は、ウォームギヤ、スパーギヤ、ベベルギヤ、ギヤロッド、
ベルトドライブ、角棒鋼、又は同様のギヤメカニズム又はパワー伝達要素（図示せず）を
介して、電源ユニット（図示せず）、例えば電気モータに接続することができる。
【００６０】
　基板部材３０は、チャンバ内の電極に電気接続を提供するための多数の導電領域３２を
さらに備える。導電領域３２は、導電ポリマー、特に、導電材料をドープされたポリマー
又は生来から導電性を持つポリマーを含むことができる。導電領域３２は、電極と、少な
くとも１つの電気接点３３との間の電気的接続を提供するように設計される。この実施形
態では、導電領域３２は、基板部材３０内の穴であり、少なくとも部分的に、導電性材料
で満たされている。導電性領域３２は、少なくとも１つの導電性経路（図示せず）を介し
て、少なくとも１つの電気接点３３に電気的に結合されている。電気接点は、電源に対し
直接の又は間接的な電気接続を提供するために、少なくとも１つの電気接点によって接触
することができる。
【００６１】
　図４の（ａ）及び（ｂ）は、図３による基板部材３０の異なるビューを示す。基板部材
３０の内面３４が図４の（ａ）に示されている。電極４、５は内面３４に取り付けられて
いる。これらの電極４、５のうちの３つがセグメント電極４であるのに対し、これらの電
極４、５のうちの１つはより大きな対電極５である。電極４、５は、基板部材３０の内面
３４から外面３５に延在する導電領域３２に取り付け及び接続される。例えば、導電領域
３２内の電極４、５及び導電材料は、同じ材料、例えば、導電ポリマー、特に、上記で説
明されたような、導電材料をドープされたポリマー又は生来から導電性を持つポリマーか
ら作製される。ポリマーは、基板部材３０の内面３４及び導電領域３２の上に成形され、
図５の（ａ）に詳細に示すように、導電領域３２の穴を通じて延在することができる。導
電領域３２は、少なくとも１つの導電性パス（図示せず）を介して少なくとも１つの電気
接点３３と電気的に結合されている。電気接点３３は、電源に対し直接の又は間接的な電
気接続を提供するために、少なくとも１つの電気接点によって接触することができる。本
発明の有利な実施形態では、基板部材３０はプリント回路基板（ＰＣＢ）である。
【００６２】
　図５の（ａ）～（ｃ）は、図３及び図４によるデバイスの代替的な実施形態の詳細を示
す。図３及び図４を参照して説明されるように、基板部材３０は、電極４が取り付けられ
る導電領域３２を有する。図３及び図４に示すデバイスにおいても実現される、図５の（
ａ）に示す実施形態では、導電領域３２は、導電材料で少なくとも部分的に満たされた穴
３６を備える。導電材料が穴３６から突き出し、基板部材３０の外側表面３５において一
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種の突起３７を形成する場合、基板部材３０に対する電極４の接続の安定性が有利に増大
する。図５の（ｂ）及び（ｃ）に示す実施形態では、導電領域３２は、導電材料で満たさ
れた穴を備えず、導電材料を含む平坦な面（図５の（ｂ））又は凹部（図５の（ｃ））を
備える。このため、代替的には、電極４は、基板部材３０の平坦な面又は凹部に取り付け
られてもよい。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図２ａ】 【図２ｂ】

【図２ｃ】 【図２ｄ】
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【図３】 【図４】
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【図５ｃ）】
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